
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレキシブルフィルムで作った容器本体と、口部および導管部を有し容器本体の開口部
に固着された取出装置とを有する液体充填容器において、上記取出装置の導管部の下端を
先窄まり状に偏平とした狭搾部分とし、上記狭搾部分は、指の腹に対応した凹曲面の偏平
部を有し、偏平部に導管内部に連通する開口を設けたことを特徴とする液体充填容器。
【請求項２】
　容器本体がガセット袋であることを特徴とする請求項１に記載の液体充填容器。
【請求項３】
　容器本体が自立型袋であることを特徴とする請求項１に記載の液体充填容器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液体の充填を効率よく行うとともに、使用目的に応じた液量を注出できる液体
充填容器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の液体充填容器として、フレキシブルフィルムで作った容器本体と、口部および導
管部を有し容器本体の開口部に固着された取出装置とを有する構造のものは知られている
。容器本体としては、充填される液体の性質に応じて、ガゼットパウチ、スタンディング
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パウチ、フラットパウチ等の形態のものが使用されている。
たとえば、実用新案登録公報第１２５４６７７３号には、フレキシブルフィルムで作った
容器本体と、口部および導管部を有し容器本体の開口部に固着された取出装置とを有し、
容器本体に設けた取出装置の導管部の下端を閉じ、導管部の容器本体の両面側でかつ封着
部分に近い部位に開口を設けた液体充填容器が記載されている。
【０００３】
上記液体充填容器は、取出装置の口部に連なる導管部の壁面に開口を設けるとともに導管
部の下端面を閉じているので、手で持ってそのまま傾けることで充填された液体を導管部
の開口から口部を通して外部に注出することができ、容器の開口に対応した部位を指で押
圧することで導管部に設けた開口を開閉制御することで注出量を調節することができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記液体充填容器は、取出装置の口部に連なる導管部の下端面を閉じた構
造となっているので、充填ノズルを通して液体を液体充填容器の内部に充填しようとする
際、充填される液体に対して導管部の下端面が抵抗となり、液体の充填速度を低下させた
り、充填される液体に泡立ちを生じさせてしまうという問題点がある。
【０００５】
本発明は上記した点に鑑みてなされたもので、液体の充填を効率よく行うとともに、使用
目的に応じた液量を注出することができる液体充填容器を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の液体充填容器は、フレキシブルフィルムで作った容器本体と、口部および導管
部を有し容器本体の開口部に固着された取出装置とを有し、取出装置の導管部の下端を先
窄まり状に偏平とした狭搾部分とし、狭搾部分は、指の腹に対応した凹曲面の偏平部を有
し、偏平部に導管内部に連通する開口を設けて構成される。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
図１において符号１は液体充填容器を示し、この液体充填容器１は、たとえば食用油や洗
剤を収容するのに利用される。
上記液体充填容器１は、図１に示すように、上方開口のガセット形容器本体２と、このガ
セット形容器本体２の開口部２ａに固着された取出装置３とから構成されている。
【０００８】
上記ガセット形容器本体２は、両面部分４，４と、これら両面部分４，４の間に折り込み
端が内方に位置するように配置されたガセット部分５，５を有する。ガセット形容器本体
２の両面部分４，４およびガセット部分５，５は、ガセット形容器本体２がフレキシブル
性を具有するように積層プラスチックフィルム６によって形成されている。
【０００９】
上記積層プラスチックフィルム６は、図２に示すように、ポリエステルフィルム７、アル
ミホイル８、延伸ナイロンフィルム９およびポリエチレンフィルム１０を積層することで
形成される。
【００１０】
上記取出装置３は、図３および図４に示すように、ねじ部１１を設けた口部１２と、この
口部１０に一体に連接される導管部１３とを有する。導管部１３は、ガセット形容器本体
２に接着される接合部分１４とこの接合部分１４より下方に延びる狭搾部分１５を有する
。狭搾部分１５は、接合部分１４から下端方向に先窄まり状に偏平とした形状をなしてい
る。狭搾部分１５の偏平面は、指の腹に対応した凹曲面であり、凹曲面に開口１６が形成
されている。この開口１６は、狭搾部分１５の下端を略Ｕ形に切り欠くことて形成される
が、狭搾部分１５の強度を高めるために、狭搾部分１５の下端に橋絡部を設けることもで
きる。
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【００１１】
上記取出装置３をガセット形容器本体２に装着するには、図５に示すように、取出装置３
を狭搾部分１５が上側に位置するように配置し、その取出装置３の上方にガセット形容器
本体２を開口端２ａが下側に位置するように配置する。そして、ガセット形容器本体２の
両面部分４，４の開口端側をバキュームパッド１７，１７で互いに離れる方向に引っ張る
ことで広口の開口を形成し、ガセット形容器本体２を矢印で示す方向に移動し、広口の開
口に取出装置３を挿入することで行う。
なお、図１において、符号１８は口部１２のねじ部１１に螺着されるキャップである。
【００１２】
液体充填容器１に洗剤のような液体を充填するには、図示しない充填ノズルを取出装置３
の口部１２に装着し、液体を充填ノズルを通して液体充填容器の内部に導入することで行
う。この場合、導管部１３の狭搾部分１５が、下端方向に先窄まり状に偏平とした形状を
なし、狭搾部分１５の凹曲面に開口１６が形成されているので、口部１２から導管部１３
に導かれる液体は、狭搾部分１５の凹曲面に沿ってなだらかに流れ、開口１６から液体充
填容器１に充填される。そのため、液体は、導管部１３の狭搾部分１５において抵抗を受
けることがほとんどなく、従来のもののように、充填速度を低下させたり、液体に泡立ち
が生じさせたりすることがない。
【００１３】
液体充填容器１に充填された液体を取り出すには、キャップ１８を口部１２から取り外し
、液体充填容器１を手で持って傾け、液体を開口１６から導管部１３を通して口部１０か
ら注ぎ出すことで行なう。液体の注ぎ出し量は、容器本体２の両面の導管部１３の狭搾部
分１５に設けた開口１６に対応した部位を押圧することで狭搾部分１５に設けた開口１６
の開閉を制御することで調節することができる。
【００１４】
図６は本発明による液体充填容器の他の実施の形態を示す。図６に示す液体充填容器２０
は、容器本体２１と取出装置２２とから構成されている。容器本体２１は、両面部分と底
部分とを有するスタンディング形容器である。上記液体充填容器２０は、食用油を収容す
るのに適している。上記液体充填容器２０において、取出装置２２の構成は図１に示す液
体充填容器１の取出装置３と同じである。
【００１５】
上記取出装置２２をスタンディング形容器本体２１に装着するには、図７（ａ）に示すよ
うに、スタンディング形容器本体２１の開口端の隅部２３を図示しない切断具によりカッ
トし、図７（ｂ）に示すように、スタンディング形容器本体２１のカットした部分に近い
部位をバキュームパッド２４，２４で互いに離れる方向に引っ張ることで広口の開口を形
成し、取出装置２２を矢印で示す方向に動かして、取出装置２２をスタンディング形容器
本体２１の開口に挿入し、取出装置２２をスタンディング形容器本体２１にヒートシール
加工することで行う。
【００１６】
液体充填容器２０に封入された食用油を取り出すには、キャップ１８を口部１２から取り
外し、液体充填容器１を手で持って傾け、液体を開口１６から導管部１３を通して口部１
０から注ぎ出すことで行なうが、容器本体２１の両面の導管部１３の狭搾部分１５に設け
た開口１６に対応した部位を押圧することで狭搾部分１５に設けた開口１６の開閉を制御
することで食用油の注ぎ出し量を調節できる。そのため、従来のもののように、食用油を
充填した容器を手で持って傾ける使用始めに、容器から多量の油がフライパンに注ぎ出さ
れることがなく、フライパンに注ぎ出される油が下部の火により引火する危険性を防ぐこ
とができる。
【００１７】
【発明の効果】
　以上述べたように、本発明によれば、取出装置の導管部の下端を先窄まり状に偏平とし
た狭搾部分とし、狭搾部分は、指の腹に対応した凹曲面の偏平部を有し、偏平部に導管内
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部に連通する開口を設けたことで、液体を液体充填容器に充填する際の液体の泡立ちの発
生を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液体充填容器の一部を破砕して示す斜視図。
【図２】本発明による液体充填容器の容器本体を構成するフレキシブルフィルムの一部を
示す図。
【図３】　　本発明による液体充填容器の取出装置の正面図。
【図４】本発明による液体充填容器の取出装置の側面図。
【図５】図１に示す液体充填容器の取出装置を容器本体に取付ける段階を示す図。
【図６】本発明による液体充填容器の他の実施の形態を示す図。
【図７】図６に示す液体充填容器の取出装置を容器本体に取付ける段階を示す図。
【符号の説明】
１　液体充填容器
２　容器本体
３　取出装置
１２　口部
１３　導管部
１５　狭搾部
１６　開口
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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